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史
料
紹
介
と
研
究

服 

部　

光 

真
・
坂 

本　

俊

南
都
般
若
寺
所
蔵
笠
塔
婆
の
伝
来
と
銘
文

　
　

は
じ
め
に

近
年
の
寺
院
所
蔵
文
化
財
の
調
査
で
は
、
美
術
工
芸
、
古
文
書
、
聖
教
、
石
造
物
、
建

造
物
な
ど
の
諸
種
の
資
料
を
対
象
と
し
て
、
各
分
野
に
よ
る
総
合
調
査
が
方
法
と
し
て
採

ら
れ
る
こ
と
が
多
い（

１
）。

こ
れ
は
史
跡
指
定
等
に
際
し
て
文
化
財
行
政
の
側
か
ら
必
要
と
さ

れ
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、
伝
世
品
と
し
て
の
文
化
財
の
全
体
的
な
把
握
と
と
も
に
、

有
機
的
に
連
関
す
る
諸
種
の
資
料
の
総
合
に
よ
っ
て
寺
史
や
個
別
の
文
化
財
の
位
置
付
け

や
そ
の
価
値
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
い
う
点
で
、
学
術
的
に
も
効
果
的
な
方
法
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
と
り
わ
け
文
献
資
料
に
つ
い
て
は
古
文
書

学
や
聖
教
調
査
に
お
け
る
方
法
論
の
進
展
も
あ
り
、
原
則
と
し
て
悉
皆
調
査
の
方
法
が
自

覚
的
か
つ
問
題
意
識
的
に
採
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
悉
皆
調
査
の
場
合
は
近
代
史
料
ま
で
を
も
調
査
対
象
と
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ

の
意
義
は
、
そ
れ
が
近
代
寺
院
史
・
仏
教
史
の
史
料
と
な
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な

く
、
諸
種
の
文
化
財
の
伝
来
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
点
で
、
既
知
の
前
近
代
の
文

化
財
の
再
評
価
に
も
大
き
く
関
わ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
に
至
る
近
代

以
降
の
寺
院
の
組
織
構
造
の
変
容
過
程
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
文
化
財
が
い
か
に
管
理
・

継
承
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
な
か
で
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
古
文
書
が
ど
の
部
分
に
あ

た
る
の
か
と
い
っ
た
文
書
群
と
し
て
の
性
格
や
、
美
術
工
芸
に
関
し
て
は
安
置
状
況
・
修

理
の
履
歴
な
ど
に
つ
い
て
の
知
見
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
ら
も
、
華
厳
宗
元
興
寺

な
ど
を
事
例
に
、
そ
う
し
た
文
献
資
料
の
悉
皆
調
査
の
方
法
に
よ
る
寺
史
の
通
史
的
検
討

や
、
古
代
・
中
世
に
遡
る
彫
刻
や
石
造
物
な
ど
の
既
知
の
伝
世
品
の
再
評
価
を
試
み
た（

２
）。

本
稿
で
は
如
上
の
問
題
意
識
の
も
と
実
施
し
た
般
若
寺
所
蔵
笠
塔
婆
二
基
（
巻
頭
図
版

参
照
）
の
調
査
成
果
を
報
告
す
る
。
こ
の
笠
塔
婆
は
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
に
宋
の

石
工
伊
行
吉
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
の
笠
塔
婆
の
代
表
的
な
遺
品
の

一
つ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
塔
身
正
面
下
方
に
は
行
吉
に
よ
る
願
文
が
あ
り
、
父
・
行

末
の
事
績
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
造
物
研
究
や
中
世
律
宗
研
究
な
ど
で

は
基
本
史
料
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
後
述
す

る
よ
う
に
近
世
以
来
銘
文
の
判
読
が
試
み
ら
れ
る
な
ど
重
厚
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
。

し
か
し
そ
の
銘
文
は
未
だ
確
定
的
な
釈
文
は
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
伝
来
に
つ

い
て
も
、
旧
所
在
地
や
現
在
地
へ
の
移
転
に
関
わ
る
史
料
も
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
、
本
稿
で
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
一
般
共
同
研
究
で
実

施
し
た
般
若
寺
所
蔵
文
献
資
料
の
悉
皆
調
査
を
踏
ま
え
、
こ
の
笠
塔
婆
に
つ
い
て
の
近

世
・
近
代
に
お
け
る
伝
来
や
安
置
状
況
に
関
わ
る
史
料
を
紹
介
し
、
別
途
奈
良
市
の
仏
教

民
俗
調
査
の
補
助
金
に
よ
り
実
施
し
た
三
次
元
計
測
に
よ
る
銘
文
判
読
調
査
の
成
果
の
報

告
と
合
わ
せ
、
今
後
の
資
料
評
価
の
た
め
の
基
本
情
報
を
提
示
し
た
い
。
な
お
本
稿
の
う

ち
「
は
じ
め
に
」
と
「
一　

伝
来
と
移
設
に
関
す
る
史
料
」
は
服
部
、「
二　

銘
文
判
読

研
究
の
展
開
」
か
ら
「
む
す
び
に
」
ま
で
は
坂
本
が
執
筆
し
た
。

　
　

一　

伝
来
と
移
設
に
関
わ
る
史
料

笠
塔
婆
は
次
項
に
述
べ
る
よ
う
に
、
一
八
九
二
年
に
般
若
寺
境
内
に
移
設
さ
れ
た
。
そ

れ
以
前
の
旧
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
般
若
寺
境
内
の
南
方
、
般
若
野
五
三
昧
と
い
わ
れ
る

墓
地
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
が（

３
）、

そ
の
具
体
的
位
置
と
な
る
と
「
墓
地

内（
４
）」、「

中
の
川
に
通
ず
る
旧
街
道
へ
入
る
僅
に
四
五
間
の
場
所
に
並
び
樹
ち
し（

５
）」、「

東
方

の
中
の
川
に
向
う
街
道
の
両
側
に
西
面
し
て
立
っ
て
い
た（

６
）」、

ま
た
は
「
同
寺
の
古
図
に

よ
れ
ば
南
門
の
左
右
に
南
面
し
て
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

７
）」

な
ど
と
あ
っ
て
、
研
究

史
上
で
一
部
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
旧
所
在
地
を
示
す
史
料
が
必
ず
し
も
共
有
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
そ
の
旧
所
在
地
、
旧
安
置
状
況
を
示
す
史
料
を

こ
こ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

般
若
寺
文
書
の
な
か
で
こ
の
笠
塔
婆
の
旧
所
在
地
を
示
す
近
世
史
料
が
、
般
若
寺
の
境
内

図
で
あ
る
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）「
般
若
寺
境
内
図
」（
般
若
寺
古
文
書
・
聖
教
五
七
号（

８
））、
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か
れ
て
お
り
、
墓
所
も
境
内
地
に
準
じ
る
般
若
寺
領
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
【
図
１
】。
こ
の
墓
所
は
境
内

地
・
塔
頭
妙
光
院
の
南
方
に
あ
り
、
京
都
と
奈
良
を
結

ぶ
主
要
街
道
で
あ
る
京
街
道
（
奈
良
街
道
）
に
入
口
を

開
い
て
い
た
。
こ
の
墓
所
参
道
入
口
の
両
脇
に
描
か
れ

る
の
が
笠
塔
婆
で
あ
る
。

後
者
の
「
般
若
寺
村
絵
図
」
は
年
次
未
詳
な
が
ら
、

京
街
道
に
面
す
る
町
屋
や
、
御
蔵
領
、
般
若
寺
領
、
東

大
寺
観
音
院
領
で
色
分
け
が
さ
れ
た
田
畑
や
奈
良
晒
の

晒
干
し
場
な
ど
が
一
筆
ご
と
に
記
さ
れ
る
詳
細
な
村
絵

図
で
あ
る
。
般
若
寺
寺
領
の
全
て
で
あ
る
三
〇
石
の
朱

印
地
が
村
内
に
含
ま
れ
る
た
め
に
こ
の
村
絵
図
も
般
若

寺
に
伝
来
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
作
成
主
体
は
村

で
あ
ろ
う
。
こ
の
村
絵
図
に
も
、
般
若
寺
境
内
地
の
南

方
、
京
街
道
に
面
し
た
場
所
に
笠
塔
婆
二
基
が
描
か
れ

て
い
る
【
図
２
】。「
般
若
寺
境
内
図
」
に
描
か
れ
た
の

と
同
じ
場
所
に
般
若
寺
墓
地
の
入
口
を
示
し
て
い
る
。

明
治
期
以
降
、
こ
の
地
に
は
実
範
の
成
身
院
の
あ
っ

た
別
所
と
し
て
知
ら
れ
る
中
ノ
川
へ
と
向
か
う
街
道
が

東
方
へ
と
開
い
て
い
た
（
同
六
二
‐
一
号
、
六
二
‐
二

号
な
ど
）。
そ
の
た
め
、
先
述
の
よ
う
に
中
ノ
川
へ
の
街

道
の
両
側
に
こ
の
笠
塔
婆
が
立
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
近
世
段
階
に
は
「
般
若
寺
境
内
図
」
に
描
か
れ
る
よ
う
に
、
笠
塔
婆

の
間
を
抜
け
て
墓
地
の
参
道
に
入
る
と
、
そ
の
正
面
に
は
南
北
二
間
、
東
西
三
間
半
の

建
物
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
平
城
坊
目
考（

９
）』（

寛
政
七
年
〈
一
七
九
五
〉
成
立
）
に
「
草

堂　

一
宇　

本
尊
阿
弥
陀
如
来
」
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
先
で
は
、
入
口
か
ら
二
一
間
半
余
り
の
と
こ
ろ
で
こ
の
墓
所

の
区
画
は
突
き
当
た
っ
て
お
り
、
そ
の
先
の
街
道
は
開
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

般
若
寺
村
の
絵
図
の
年
次
未
詳
「
般
若
寺
村
絵
図
」（
同
六
一
号
）
で
あ
る
。

前
者
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
今
は
別
に
保
存
さ
れ
て
い
る
「
絵
図
面　

袋
」

（
同
六
二－
九
号
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
「
右
之
通
絵
図
相
認
用
意
仕
置
候
処
、
御
老
中
ゟ

御
尋
無
之
ニ
付
、
差
出
不
申
候
」
と
の
注
記
が
あ
る
。
本
来
は
提
出
の
た
め
に
作
成
さ
れ

た
も
の
で
、
境
内
の
実
状
に
比
較
的
忠
実
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
般
若
寺

境
内
と
し
て
三
万
六
千
坪
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
「
墓
所
坪
数
弐
百
五
拾
坪
余
」
が
描

図１　「般若寺境内図」より般若寺境内南西部分および墓所

図２　「般若寺村絵図」より東端中央部の京街道・般若寺楼門・墓所周辺
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『
五
街
道
分
間
延
絵
図
』
の
一
つ
で
あ
る
『
加
太
越
奈
良
道
見
取
絵
図）

10
（

』
で
も
、
脇
道
が

あ
っ
た
場
合
は
「
野
道
」
が
描
か
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
当
該
の
場
所
に
は
笠
塔
婆
は

描
か
れ
る
が
「
野
道
」
は
な
く
、
や
は
り
当
時
は
こ
の
中
ノ
川
へ
至
る
道
は
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、『
奈
良
坊
目
拙
解）

11
（

』
で
は
「
或
云
、
往
年
至
於
中
川
寺
本
道

也
云
々
」
と
あ
る
の
で
、
近
世
に
も
中
ノ
川
に
抜
け
る
古
道
の
跡
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
は
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
り
、
明
治
期
以
降
に
開
か
れ
た
道
は
こ
れ
を
も
と
に
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
笠
塔
婆
は
あ
く
ま
で
も
墓
地
の
入
口
を
画
す
る

も
の
と
し
て
立
地
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
奈
良
坊
目
拙
解
』
は
こ
れ
を

中
ノ
川
実
範
が
造
立
し
た
も
の
と
し
、
中
世
奈
良
の
共
同
墓
地
で
あ
っ
た
般
若
野
五
三
昧

の
惣
門
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

京
街
道
に
臨
ん
で
立
地
す
る
笠
塔
婆
は
、
街
道
を
往
来
す
る
人
々
に
も
目
立
っ
た
存
在

だ
っ
た
よ
う
で
、『
大
和
廻
り
道
の
枝
折
』
な
ど
に
も
こ
の
笠
塔
婆
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
石
淵
寺
勤
操
や
実
範
に
よ
る
造
立
と
の
伝
承
や
藤
原
頼
通
の
墓
塔
と
す
る
伝
承
が

あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る）

12
（

。
加
え
て
、
室
町
期
成
立
の
謡
曲

「
笠
卒
塔
婆）
13
（

」
に
奈
良
坂
の
笠
塔
婆
に
平
重
衡
の
幽
霊
が
現
れ
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
の

も
、『
平
家
物
語
』
で
南
都
焼
き
討
ち
の
際
に
重
衡
が
立
っ
て
い
た
場
所
が
、
読
み
本
系

諸
本
で
は
法
華
寺
の
鳥
居
の
前
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
語
り
本
系
諸
本
で
は
般
若
寺
の
門

の
外
（
前
）
へ
と
変
容
し
た
こ
と
と）

14
（

関
わ
る
の
だ
ろ
う
。
笠
塔
婆
の
銘
文
は
室
町
期
に
は

す
で
に
読
ま
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
律
宗
唱
導
圏
の
展
開
の
な
か
で
こ
の
笠
塔
婆
が
平
重

衡
墓
塔
に
擬
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
近
世
段
階
に
も
、
後
述
の
よ
う
に

拓
本
が
採
ら
れ
る
ま
で
は
銘
文
が
判
読
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
勤
操
や
弘
法
大
師
の
造
立）

15
（

な

ど
と
様
々
な
伝
承
が
付
加
さ
れ
て
、
京
街
道
に
臨
む
奈
良
町
北
方
に
お
け
る
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
笠
塔
婆
が
般
若
寺
境
内
の
十
三
重
石
塔
西
側
に
移
設
さ
れ
た
の
は
一
八
九
二
年
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
の
記
録
が
、「
笠
塔
婆
ノ
記
」（
同
四
五
号
）
と
「
笠
塔
婆
移
築
工

事
完
結
一
件
書
類
」（
同
四
六
号
）
で
あ
る
。
前
者
の
冒
頭
に
は
こ
の
移
設
工
事
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
趣
意
が
記
さ
れ
て
い
る
。

笠
之
率
塔
婆
二
基
ハ
、
古
来
添
上
郡
中
ノ
川
村
ニ
通
ス
ル
旧
街
道
ノ
路
傍
ニ
ア
リ
、

明
治
ノ
初
年
破
却
ス
ル
所
ト
ナ
リ
、
石
材
折
断
シ
テ
蓁
荊
ニ
委
ス
ル
モ
ノ
二
十
有
余

年
、
茲
ニ
明
治
二
十
五
年
八
月
、
奈
良
保
勝
会
、
之
レ
カ
工
費
金
百
弐
円
拾
八
銭
ヲ

支
出
シ
、
之
ヲ
修
補
シ
テ
般
若
寺
ノ
域
内
ニ
移
シ
再
建
シ
テ
、
千
古
ノ
遺
観
ヲ
シ
テ

永
ク
伝
フ
ル
所
ア
ラ
シ
ム
、

　

明
治
廿
五
年
八
月
二
十
五
日
誌

　
　
　
　

再
建
発
起
者　

従
三
位
勲
二
等
子
爵　

税
所　

篤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
七
位　
　
　
　
　
　

平
田　

好

　
　
　
　

工
事
設
計
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
本
卯
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

根
岸
隆
吉

　
　
　
　

同
監
督
者　
　

保
勝
会
幹
事　
　
　
　

植
村
久
義

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
笠
塔
婆
は
明
治
初
年
に
破
却
さ
れ
て
、
石
材
が
折
れ
た
状
態
で
放

置
さ
れ
て
い
た
の
を
、
一
八
九
二
年
に
税
所
篤
（
元
奈
良
県
知
事
）、
平
田
好
（
添
上
郡

長
）
を
再
建
発
起
者
と
し
、
奈
良
保
勝
会
が
工
費
を
支
出
し
て
移
設
工
事
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
般
若
寺
で
は
十
三
重
石
塔
が
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
破
却
さ
れ
て
い

る
が）
16
（

、
笠
塔
婆
も
同
様
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
続
け
て
同
史
料
に
付
さ
れ
た
「
笠
之
卒

塔
婆
移
転
新
旧
位
地
巨
離
実
測
図
」
に
よ
れ
ば
、
移
設
先
は
境
内
の
十
三
重
石
塔
の
西
側

十
六
尺
の
位
置
で
、
以
後
、
一
九
五
六
年
の
修
理
で
境
内
東
端
に
移
さ
れ
る
ま
で
こ
の
場

所
に
安
置
さ
れ
た
。
同
史
料
の
最
後
に
は
後
述
の
市
河
寛
斎
に
よ
る
「
南
都
笠
率
都
婆
偈

并
記
」
も
書
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
笠
塔
婆
が
伊
行
吉
に
よ
り
弘
長
元
年
に
造
立
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
う
え
で
の
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
笠
塔
婆
移
築
工
事
完
結
一
件
書
類
」
は
、
修
理
工
事
の
仕
様
書
・
見
積
書
、
県
の
技

師
で
あ
っ
た
橋
本
卯
兵
衛
か
ら
県
内
務
部
長
へ
の
工
法
意
見
書
、
県
内
務
部
と
添
上
郡
長

へ
の
工
事
請
負
契
約
の
届
、
現
在
は
取
り
外
さ
れ
て
境
内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
鉄
製
支
柱

を
つ
け
た
笠
塔
婆
の
再
建
十
分
一
略
図
、
添
上
郡
長
と
保
勝
会
に
各
々
宛
て
ら
れ
た
請
求

書
・
領
収
証
な
ど
が
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
植
村
久
義
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
さ
に
奈
良
の
「
遺
観
」
を
保
護
す
る
た
め
に
、
奈
良
保
勝
会
、
県
内
務
部
、
郡
が

全
面
的
に
関
与
し
た
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
八
八
九
年
の
元
興
寺
の
啼

灯
籠
売
却
事
件）

17
（

な
ど
を
経
た
、
奈
良
に
お
け
る
保
勝
活
動
の
最
初
期
の
史
料
で
あ
り
、
か
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は
、「
現
物
に
就
き
て
摺
本
の
製
作
を
試
み
し
が
、
文
字
の
摩
滅
甚
だ
し
く
失
敗
に
終
り

し
を
以
て
、
止
む
を
得
ず
市
川
寛
斎
『
金
石
私
志
』
巻
三
よ
り
引
用
」
し
て
い
る
が
、
西

村
貞）
21
（

や
川
勝
政
太
郎）
22
（

は
市
川
や
三
宅
の
成
果
を
ベ
ー
ス
に
拓
本
と
現
地
で
の
観
察
を
駆
使

し
て
判
読
の
精
度
を
向
上
さ
せ
て
い
る
。

判
読
が
飛
躍
的
に
進
展
し
た
の
は
、
変
形
し
た
十
三
重
層
塔
の
解
体
修
理
の
際
に
読
ま

れ
た
『
重
要
文
化
財
般
若
寺
塔
婆
修
理
工
事
報
告
書
』
所
収
の
銘
文
で
あ
る）

23
（

【
翻
刻
３
】。

つ
笠
塔
婆
の
評
価
に
関
わ
る
来
歴
や
修
理
の
実
際
を
知
り
う
る
史
料
で
も
あ
る
た
め
、
あ

え
て
こ
こ
に
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら
は
史
料
編
纂
所
閲
覧
室
端
末
で
画
像
公
開
さ
れ
る
見
込

み
で
あ
る
。

　
　

二　

銘
文
判
読
研
究
の
展
開

般
若
寺
笠
塔
婆
・
正
面
下
方
の
銘
文
（
伊
行
吉
願
文
）
は
、
市
川
寛
斎
が
文
政
四
年

（
一
八
二
一
）
に
著
し
た
『
金
石
私
志
』
巻
三
に
「
南
都

笠
率
都
婆
偈

記
」
と
し
て
記
述
し
た
こ
と
で
は
じ
め

て
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
【
翻
刻
１
】。
判
読
不
能
な

部
分
が
多
い
も
の
の
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
七
月
十

一
日
の
造
立
年
月
日
を
は
じ
め
、
宋
人
石
工
で
あ
っ
た
伊

行
末
の
事
績
や
笠
塔
婆
は
嫡
男
で
あ
る
伊
行
吉
が
一
本
を

亡
父
の
た
め
、
一
本
を
母
の
た
め
と
し
て
建
立
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
な
ど
が
初
め
て
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
〜
一
八
四
四
）
に
奈
良
奉
行

梶
野
良
材
の
家
臣
で
あ
っ
た
穂
井
田
忠
友
も
拓
本
を
採
取

し
て
解
読
し
た
と
さ
れ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
具
体
的

な
銘
文
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）

18
（

。
お
そ
ら

く
、
市
川
寛
斎
が
明
ら
か
に
し
た
銘
文
や
内
容
が
現
在
ま

で
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
字
比
定
に

お
い
て
は
そ
の
後
の
研
究
者
に
よ
っ
て
若
干
の
異
同
が
認

め
ら
れ
る
。

初
期
の
判
読
と
し
て
は
、
三
宅
米
吉
の
研
究
が
あ
る）

19
（

。

三
宅
は
、
市
川
が
「
呉
」
と
し
て
い
た
一－

⑻
（
以
下
、

漢
数
字
を
行
数
、
括
弧
付
数
字
を
字
数
と
し
て
位
置
を
示

す
）
を
「
異
」
と
し
て
解
釈
し
そ
の
他
に
も
四
‐
⑵
・
⑶

を
「
□
孤
」
か
ら
「
毀
□
」、
十
八－

⑺
を
「
□
」
か
ら

「
一
子
」
な
ど
と
訂
正
し
た
【
翻
刻
２
】。
次
ぐ
天
沼
俊
一）
20
（

翻刻２　三宅米吉による般若寺笠塔婆の銘文

翻刻１　市川寛斎による般若寺笠塔婆の銘文
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特
に
、
十
三
行
目
と
十
四
行
目
が
よ
り
詳
ら
か
に
な
っ
て

お
り
、
断
絶
し
て
い
た
文
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
読
ま
れ
て
こ
な
か

っ
た
十
五－

⑻
を
「
阿
」、
十
八－

⑴
を
「
常
」
と
も
判
読

し
て
い
る
。
し
か
し
、
報
告
書
に
も
「（
前
略
）、
正
面
下

方
に
こ
の
笠
塔
婆
の
由
来
を
示
す
有
名
な
刻
銘
が
あ
る

が
、
甚
だ
判
読
し
難
く
、
特
に
十
三
重
石
塔
の
名
を
刻
む

部
分
が
殆
ど
判
読
出
来
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
か
ら
強
く
摩
滅
す
る
部
分
が

多
く
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
新
た
に
判
読
出
来

た
箇
所
が
相
当
数
あ
る
点
は
や
や
疑
問
で
あ
る
。
検
討
に

用
い
た
で
あ
ろ
う
拓
本
や
分
析
の
方
法
な
ど
を
確
認
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
報
告
書
内
に
明
確
な
提
示
は
な

い
。
こ
の
判
読
は
、
堀
池
春
峰）

24
（

に
引
き
継
が
れ
、
山
川
均）
25
（

の
銘
文
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
【
翻
刻
４
】。
山
川
均

の
銘
文
で
は
、
十
六－

⑷
の
「
聊
」
を
「
徳
」
と
読
み
替

え
て
十
八－

⑴
を
判
読
不
能
と
し
、
十
八－
⑺
を
「
人
」
で

は
な
く
「
子
」
と
読
ん
で
い
る
。
や
は
り
、
研
究
者
に
よ

っ
て
異
同
は
あ
る
が
、
笠
塔
婆
の
銘
文
判
読
研
究
の
過
程

の
中
で
は
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
が
提
示
し
た
判
読
成
果

が
大
き
な
画
期
と
言
え
る
。

　
　

三　

新
た
な
手
法
を
用
い
た
銘
文
判
読

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
笠
塔
婆
の
銘
文
に
つ
い
て
は
拓
本
や
肉
眼
観
察
と
い
っ

た
共
通
の
方
法
を
採
り
な
が
ら
も
三
者
三
様
に
判
読
さ
れ
て
い
た
。
同
様
の
方
法
で
検
討

を
行
っ
た
と
し
て
も
、
摩
滅
は
よ
り
進
行
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
先
行
研
究
以

上
の
成
果
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
近
年
多
方
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る

SfM

－M
V
S

の
技
術
で
銘
文
部
分
を
モ
デ
ル
化
し
、
判
読
を
試
み
た）

26
（

。
三
次
元
モ
デ
ル
は

A
gisoft

社M
etashape

を
用
い
て
作
成
し
、
そ
の
後CloudCom

pare

で
解
析
を
行
っ

た
【
図
３
】。
検
討
に
際
し
て
は
山
川
均
が
提
示
し
た
銘
文
を
ベ
ー
ス
と
し
、
別
途
実
施

し
た
レ
ー
ザ
ー
計
測
の
デ
ー
タ）

27
（

【
図
４
】
お
よ
び
川
勝
政
太
郎
が
採
取
し
た
拓
本
（
大
和

文
華
館
所
蔵
：
川
勝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
No
．10
）【
図
５
】
を
適
宜
参
照
し
た
。
判
読
で
き
た

文
字
は
【
図
６
】
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
南
塔
に
つ
い
て
は
、
欠
損
と
摩
滅
が
広
く
進
ん
で
お
り
、
文
字
の
よ
う
な
稜
線 翻刻４　山川均による般若寺笠塔婆の銘文

翻刻３　奈良県教委による般若寺笠塔婆の銘文
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図３　SfM-MVS による三次元モデル（左：北塔、右：南塔、縮尺任意、坂本作成）

図４　レーザー計測による三次元モデル（左：北塔、右：南塔、縮尺任意、村田裕介氏作成）

図５　川勝政太郎による般若寺笠塔婆銘文拓本部分（大和文華館所蔵、狭川真一氏撮影）
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は
確
認
で
き
る
も
の
の
従
来
判
読
出
来
て
い
た
文
字
も
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

CloudCom
pare

で
解
析
す
る
際
に
ス
ケ
ー
ル
を
十
倍
に
す
る
な
ど
の
工
夫
も
試
み
た
が
、

不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
破
断
部
分
の
直
下
に
位
置
す
る
六－

⑽
は
、

従
来
「
也
」
と
「
此
」
で
揺
ら
い
で
い
た
が
、「
此
」
で
あ
る
と
判
断
で
き
た
。
そ
の
下
段

の
「
土
」
に
つ
い
て
は
、
七－

⒀
の
「
土
」
と
書
き
方
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
別
の
字
を

充
て
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
的
確
な
文
字
が
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

一
方
、
北
塔
は
、
南
塔
ほ
ど
の
劣
化
は
無
い
が
、
下
部
を
中
心
に
文
字

を
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
十
四－

⑴
〜
⑶
や
十
五
‐

⑴
・
⑵
は
、
文
字
の
稜
線
が
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適

用
で
き
る
文
字
が
判
然
と
し
な
い
。
そ
の
前
後
は
文
の
途
切
れ
目
で
あ
る

た
め
、
文
意
か
ら
の
推
定
も
難
し
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以

外
の
部
分
で
は
、
市
川
寛
斎
が
「
慈
」
と
認
識
し
、
川
勝
政
太
郎
が
「
悲
」

と
改
め
た
十
二－

⑶
は
、
後
者
の
「
悲
」
が
正
確
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
同
様
に
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
と
堀
池
春
峰
の
判
読
で
は
「
聊
」、

そ
の
他
の
研
究
者
は
「
徳
」
と
判
断
し
て
い
た
十
六－

⑷
は
、「
聊
」
と
し

て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
十
六－

⑷
の
位
置
は
、「
大
功
」
に
続
く
文

字
で
あ
る
た
め
、
文
字
列
か
ら
「
大
功
徳
」
と
し
て
「
徳
」
が
充
て
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
解
釈
は
字
形
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
難
し

い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
十
八
‐
⑺
は
「
子
」
で
は
な
く
「
人
」
と
判

断
で
き
る
。
伊
行
末
の
嫡
男
で
あ
る
「
行
吉
」
に
係
る
文
字
で
あ
る
が
、

「
子
」
と
す
る
に
は
字
形
が
合
わ
な
い
た
め
、
川
勝
政
太
郎
や
堀
池
春
峰

と
同
じ
く
「
人
」
と
判
断
さ
れ
る
。

新
た
な
発
見
と
し
て
は
、
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
行
頭

文
字
で
あ
っ
た
十
三－

⑵
「
果
」
の
上
に
も
う
一
字
存
在
す
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
十
四－

⑾
を
「
企
」
と
判
読
さ
れ
て
い
た
が
、

字
形
か
ら
「
舎
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
下
の
十
四－

⑿
は
字

形
か
ら
「
弟
」
と
考
え
ら
れ
る
。
文
意
と
し
て
も
「
舎
弟
」
と
な
り
、
続

く
十
四－

⒀
・
⒁
は
、
十
五
行
目
の
内
容
か
ら
人
名
も
し
く
は
人
物
に
関

わ
る
単
語
に
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

十
五－

⑻
は
、
こ
れ
ま
で
「
経
」（
市
川
寛
斎
・
三
宅
米
吉
・
西
村
貞
・
川
勝
政
太
郎
）
や

「
阿
」（
奈
良
県
教
育
委
員
会
・
堀
池
春
峰
・
山
川
均
）
と
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今

回
の
成
果
を
踏
ま
え
る
と
、
字
形
か
ら
「
徳
」
と
読
む
の
が
自
然
と
考
え
ら
れ
る
。
続
く

十
五－

⑼
は
字
形
が
判
然
と
し
な
い
も
の
の
輪
郭
の
あ
り
方
か
ら
「
乗
」
や
「
稟
」
の
よ
う

図６　三次元モデルに基づいて同定した文字の比較（縮尺任意）
※左：SfM-MVS、右：レーザー計測
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に
見
え
る
。
十
五－

⑽
・

⑾
で
「
上
人
」
と
な
る

た
め
、
十
五－

⑻
か
ら

の
四
字
で
人
名
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
般
若
寺
や
伊
行
吉

に
関
係
す
る
人
物
と
思

わ
れ
、
同
時
代
史
料
か

ら
の
検
討
で
明
ら
か
に

な
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
　

む
す
び
に

本
稿
で
は
、
現
在
般

若
寺
の
境
内
に
位
置
す

る
笠
塔
婆
に
つ
い
て
、

今
後
の
資
料
評
価
の
た

め
の
基
本
情
報
を
提
示

す
る
べ
く
、
そ
の
来
歴

と
塔
身
正
面
下
方
に
刻

ま
れ
た
伊
行
吉
願
文
の

銘
文
を
検
討
し
た
。
ま

ず
は
来
歴
に
つ
い
て
、

寺
蔵
史
料
の
悉
皆
調
査
で
確
認
さ
れ
た
旧
所
在
地
と
移
設
に
関
わ
る
近
世
・
近
代
史
料
の

紹
介
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
安
置
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
従
来
定
本
と
い
え
る
釈
文
が

得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
銘
文
に
つ
い
て
、
研
究
史
を
紐
解
き
つ
つ
新
た
な
手
法
を
用
い
て

検
討
を
試
み
た
。

最
後
に
、
銘
文
の
検
討
の
結
果
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
研
究
者
に
よ
っ
て
揺
ら
い

で
い
た
複
数
の
文
字
を
確
定
し
、
現
状
に
基
づ
く
釈
文
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
【
翻

刻
５
】。
し
か
し
、SfM

－M
V
S

や
レ
ー
ザ
ー
計
測
の
技
術
を
用
い
て
も
不
明
で
あ
っ
た

文
字
の
す
べ
て
を
判
読
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
難
解
な
銘
文
の
全
解
読
は
今
後
の
課

題
と
し
て
引
き
続
き
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

破
断
や
欠
損
し
て
い
る
箇
所
は
、
新
し
い
技
術
を
用
い
て
も
従
来
の
判
読
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
の
成
果
は
、
日
々
劣
化
を
続
け
る
石
造
物
に
お
い
て
は
重
要

な
記
録
で
あ
る
が
、
判
読
の
元
と
な
っ
た
拓
本
な
ど
の
資
料
は
川
勝
政
太
郎
の
拓
本
以
外

確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
奈
良
の
郷
土
史
家
で
あ
っ
た
高
田
十
郎
も
一
九
一
八

年
に
般
若
寺
笠
塔
婆
の
拓
本
を
採
取
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
目
録
は
確
認
で
き
て
も

原
本
は
未
確
認
の
ま
ま
で
あ
る）

28
（

。
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
、
現
在
よ
り
も
良
い
状
態
で

あ
っ
た
は
ず
の
時
に
作
成
さ
れ
た
拓
本
な
ど
の
資
料
は
、
継
承
さ
れ
ず
に
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
残
す
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
再
認
識
し
た
。

今
回SfM

－M
V
S

技
術
や
レ
ー
ザ
ー
計
測
で
作
成
し
た
銘
文
の
画
像
を
含
め
、
本
稿
が

定
点
と
な
っ
て
さ
ら
に
精
度
を
高
め
た
研
究
の
段
階
に
発
展
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

謝
辞　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
調
査
を
快
諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
般
若
寺
の
工
藤
良
任
住
職
を
は
じ

め
、
次
の
方
々
か
ら
多
く
の
ご
教
示
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。（
順
不
同
、
敬
称
略
）

　
　
　

  

工
藤
良
任
（
般
若
寺
）、
永
見
秀
徳
（
九
州
文
化
財
計
測
支
援
集
団
）、
古
川
攝
一
（
大
和
文

華
館
〈
当
時
〉）、
狭
川
真
一
（
大
阪
大
谷
大
学
）、
佐
藤
亜
聖
（
滋
賀
県
立
大
学
）、
村
田
裕

介
（
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
）、
三
宅
徹
誠
（
同
）、
酒
井
雅
規
（
同
）、
大
和
文
華
館
（
奈

良
市
）

　
　
　

 

な
お
本
稿
は
二
〇
二
〇
年
度
史
料
編
纂
所
一
般
共
同
研
究
課
題
「
中･

近
世
畿
内
寺
院
史
料

の
調
査･

研
究
と
研
究
資
源
化
―
般
若
寺
お
よ
び
念
仏
寺
を
中
心
と
す
る
―
」、
お
よ
び
奈
良
市

の
助
成
に
よ
る
「
奈
良
市
内
所
在
石
造
文
化
財
の
調
査
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）
筆
者
が
関
わ
っ
た
例
と
し
て
、『
豊
橋
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
四
一
集　

普
門
寺
旧

境
内
―
総
合
調
査
編
―
』（
豊
橋
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
六
年
）、『
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
詳

細
調
査
報
告
書　

第
四
三
番
札
所
明
石
寺
』（
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
九
年
）、
香
川
県

政
策
部
文
化
芸
術
局
文
化
振
興
課
編
『
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
第
八
十
六
番
札
所
志
度
寺
調
査

報
告
書
（
第
一
分
冊
）』（
香
川
県
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

翻刻５　新たな文字を適用した般若寺笠塔婆の銘文と現状
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（
２
）
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
華
厳
宗
元
興
寺
所
蔵
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
』（
二
〇
二
〇
年
）、

同
編
『
南
都
十
輪
院
所
蔵
文
化
財
総
合
調
査
報
告
書
』（
十
輪
院
、
二
〇
二
一
年
）。

（
３
）
代
表
的
な
概
説
と
し
て
、
堀
池
春
峰
「
笠
塔
婆
」（『
大
和
古
寺
大
観　

第
三
巻
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
七
年
）、
山
川
均
「
般
若
寺
笠
塔
婆
」（『
日
本
石
造
物
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二

年
）。

（
４
）
川
井
景
一
編
『
大
和
國
寶
帖
』（
中
川
秀
雄
、
一
八
九
六
年
）、
三
宅
米
吉
「
探
古
考
証
雑
抄
」

（『
考
古
界
』
第
一
編
第
二
号
、
考
古
学
会
、
一
九
〇
一
年
）。

（
５
）
天
沼
俊
一
「
般
若
寺
の
笠
卒
塔
婆
」（『
建
築
雑
誌
』
第
二
五
輯
第
二
八
九
号
、
建
築
学
会
、

一
九
一
一
年
）。

（
６
）『
大
和
古
寺
大
観　

第
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
九
八
頁
。

（
７
）
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編
『
奈
良
市
史　

工
芸
編
』（
奈
良
市
、
一
九
七
八
年
）
一
六
五
頁
。

（
８
）
以
下
、
般
若
寺
文
書
の
番
号
は
、
服
部
光
真
・
澤
井
廣
次
・
三
宅
徹
誠
「
南
都
般
若
寺
所
蔵

の
古
文
書
・
聖
教
・
版
木
」（『
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
二
〇
二
〇
』、
二
〇
二
一
年
）

に
よ
る
。

（
９
）『
平
城
坊
目
考
・
平
城
坊
目
遺
考
』（
五
月
書
房
、
一
九
九
八
年
）。

（
10
）『
加
太
越
奈
良
道
見
取
絵
図
』（
東
京
美
術
、
一
九
九
八
年
）。

（
11
）
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編
『
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
会
報
一　

奈
良
曝　

奈
良
坊
目
拙
解
』

（
一
九
六
三
年
）。

（
12
）
西
村
貞
「
般
若
寺
十
三
重
石
塔
四
方
佛
と
笠
卒
堵
婆
」（『
奈
良
の
石
仏
』
全
国
書
房
、
一
九

四
二
年
）。

（
13
）『
日
本
古
典
文
学
大
系
四
一　

謡
曲
集　

下
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）。

（
14
）
樋
口
大
祐
「
中
世
律
宗
と
『
平
家
』」（『
文
学
』
七－

二
、
一
九
九
六
年
）。

（
15
）
般
若
寺
古
文
書
・
聖
教
五
五
号
。
本
史
料
は
、
近
世
の
作
成
で
、
往
古
の
般
若
寺
伽
藍
を
文

殊
菩
薩
が
騎
乗
す
る
獅
子
の
形
に
擬
し
て
想
像
的
に
描
い
た
絵
図
で
あ
る
。
笠
塔
婆
に
「
弘
法

大
師
所
立
」
と
の
注
記
が
あ
る
。

（
16
）
藤
田
祥
光
『
維
新
後
之
奈
良
』（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
）。

（
17
）
前
掲
注
２
『
華
厳
宗
元
興
寺
所
蔵
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
』
参
照
。

（
18
）
前
掲
注
９
『
平
城
坊
目
考
』。
梅
坊
善
寿
の
伝
聞
と
し
て
、「
天
保
年
間
奈
良
奉
行
梶
野
土
佐

守
給
人
穂
井
田
忠
知
と
い
ふ
人
此
高
卒
都
婆
正
面
の
下
の
方
に
文
字
有
を
発
見
し
墨
も
て
紙
に

摺
写
し
て
読
み
…
（
後
略
）」
と
あ
る
。

（
19
）
前
掲
注
４
三
宅
米
吉
「
探
古
考
証
雑
抄
」。

（
20
）
前
掲
注
５
天
沼
俊
一
「
般
若
寺
の
笠
卒
塔
婆
」。

（
21
）
前
掲
注
12
西
村
貞
「
般
若
寺
十
三
重
石
塔
四
方
佛
と
笠
卒
堵
婆
」。

（
22
）
川
勝
政
太
郎
「
般
若
寺
笠
塔
婆
小
論
」（『
奈
良

記
』、
駸
々
堂
書
店
、
一
九
四
二
年
）、
川

勝
政
太
郎
「
伊
行
末
系
石
大
工
と
そ
の
作
品
」（『
日
本
石
材
工
芸
史
』
改
訂
版
、
綜
芸
社
、
一

九
七
一
年
、
初
版
一
九
五
七
年
）。

（
23
）
岡
田
英
男
・
木
田
光
昭
・
村
野
浩
『
重
要
文
化
財
般
若
寺
塔
婆
修
理
工
事
報
告
書
』（
奈
良
県

教
育
委
員
会
編
、
般
若
寺
、
一
九
六
六
年
）。

（
24
）
前
掲
注
３
堀
池
春
峰
「
笠
塔
婆
」。

（
25
）
前
掲
注
３
山
川
均
「
般
若
寺
笠
塔
婆
」。

（
26
）
筆
者
に
よ
る
現
地
調
査
は
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
八
日
に
実
施
し
た
。
そ
れ
以
前
に
、
狭

川
氏
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
た
あ
と
、
永
見
秀
徳
氏
（
九
州
文
化
財
計
測
支
援
集
団
）
の
協
力

を
得
て
三
次
元
モ
デ
ル
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
作
成
し
た
三
次
元
モ
デ
ル
は
、
筆
者
が

行
っ
た
調
査
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
27
）
当
初
のSfM

－M
V
S

に
よ
る
調
査
に
合
わ
せ
て
、
銘
文
部
分
の
レ
ー
ザ
ー
計
測
を
二
〇
一

九
年
四
月
八
日
に
実
施
し
て
い
る
。
調
査
を
行
っ
た
村
田
裕
介
氏
（
公
益
財
団
法
人
元
興
寺
文

化
財
研
究
所
）
の
許
可
を
得
て
デ
ー
タ
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
レ
ー
ザ
ー
計
測

の
使
用
機
器
は
、
非
接
触
式
三
次
元
計
測
器
（
コ
ニ
カ
ミ
ノ
ル
タRA

N
GE7

）
でT

ELE

レ

ン
ズ
を
使
用
し
、RA

N
GE V

IEW
ER

（
コ
ニ
カ
ミ
ノ
ル
タ
製
）
で
デ
ー
タ
処
理
し
た
の
ち
、

PolyW
orks M

odeler

（Innov M
etric

社
製
）
で
ポ
リ
ゴ
ン
モ
デ
ル
に
統
合
し
た
。
比
較
検

討
に
あ
た
っ
て
は
、CloudCom

pare

で
解
析
し
た
も
の
を
用
い
て
い
る
。

（
28
）
高
田
十
郎
「
家
蔵
拓
本
目
録
」（『
な
ら
』
第
二
五
号
、
私
家
版
、
一
九
二
四
年
）。「
石
塔
」

の
項
目
に
「
三
五
九
、
奈
良 

般
若
寺 

笠
卒
塔
婆 

一
対
二
面
／
弘
長
元
年
辛酉
七
月
十
一
日
（
大
正

七
、
九
、
一
〇
）」
と
あ
る
。

（
服
部
光
真
：
公
益
財
団
法
人
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
主
任
研
究
員
／
一
般
共
同
研
究
共
同
研
究
員
）

（
坂
本　

俊
：
公
益
財
団
法
人
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
員
）


